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恒常在高法の批判的考察(2 ) 

中居文治

目次

まえカマき

I 固定資産的性格の主張一一恒常在高法の論蜘(1 ) 

E 中和fむの前理と同一価格水準対応 恒常在商法の論拠(2)(以上前号〕

E 価格騰貴利品排除の手段←ー亘常在商法の意図 (以下本号〉

E 価格騰貴利益排除の却下一一恒常在高法の志凶の吟味

むすびにかえて

E 価格勝貴利益排除の手段一一恒常在高法の意図

元来，恒常在高法の目的は損益計算の正確化壱期することにあるりとされている。ま

たここにいう損益計算の正惟化とは「仮空利益」を排除する，)ことをテ意味し引、る。 ι

の「仮空利益jとはし、わゆる価格騰貴別主主で，貨幣価値下落に上 5ものをも含むものであ

る。それは，一様に単に「仮空利益J1:して取扱われているのが通例であるが，恒常在

高が理論上問題とされる場合は，まず貨幣価値安定下での何格騰貴幸IJ益の排除を意味し

ているの。シュマ νンバッハは，"Dyna隅 ischeBuanz“において，恒常在高法号 rG，

物財価値変動の利益計算に対する影響Jの章で論じ rH，貨幣価値変動の利益計算に

対する影響jの章では，それになんら触れていないのである。

価格騰貴利益の排除一一これは価格変動の影響を損益計算から除去することであり，

恒常在高法ではこれが中和化の論理によっておこなわれる。この恒常在高法における固

定資産的性格の主張およひ中和化の論理が，理論的には成i しがたいものであることは

すで忙のベたが，それが矛盾多〈不備なものとならざるをえないのは，伝統的計算と木

来矛盾する価格騰貴刺益の排除という目的の遂行壱，伝統的計算の枠内でおこなおうと

することによるものとみることができるであろう。価格騰貴利益の排除という目的こそ

1) Schmalenbach， Gγundlag帥 dynamischeγBil叩 zlehre，1. Aufi.， S. 90; Dynal叫 sche

Bilanz， ll. Aufl.， S. 186; Findeisen， a. a. 0.， S. 73; Berh"ams， a. a， 0.， 55. 446-7 
H. Munstermann， Eiserner Bestand， Handworterbuch der Eet仰ebsw~rts;;hafl ， 3 AuJ1.， 
1956. S. 1599; E. Heinen， Hi州 ddsbuanzen，1960. S. 155 

2) Schmalenbach， a. a. 0.. 11. Aufl..， S. 186 
3) Derselbe， a. a. 0.， 7. AI1fl... S. 170 ff. K. Hax， Die S'切 bstaηz8'Yhalt帥 tgdcr Bet1'iebe 

1957， s. 56 
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恒常在高法の重点であって，その論理は単に目的達成凶手段にすぎないとみることによ

ってのみ，恒常在高法の計算構造の矛盾・欠陥も本来避けがたいものとして理解するこ

とができるのである。との場合には，論理そのものの当否は第二義的なものとされてい

るとしかみられない。既述のどとし論者たち自身恒常在高が固定資産でなく棚卸資産

であることを承知の上でこれを固定資産と擬制して論理を展開しているととなど，との

聞の事情ぞら端的lこ号かがわせるものといえよう。

現に多くの論者においては，恒常在高法は，恒常在高自体に固窪1首席的生格を与える

とし、うその論理よりも，実体資本維持(以下，実体一維持とし、う)に役立つものとしても

っぱら理解されている o 実体維持の主張は，価格騰貴利益の排除を要求し，干のための

方策を求めるものと考えられるから，恒常在高法が実体維持に役立つとの理解は，ぞれ

がそのまま価格騰貴利益排除手段たることを示すものと理解できょう。 たとえば，動態

論に反対するシュミザトは，恒常在高についての固定資産的位格づけとの関連などは別

に問うことなし恒常在高法壱彼の主張する実体維持計算と同じ〈実体維持の思考にた

つものと理解しペ また己の点で動態論にいう勤的利潤概念と彼の利潤概念のあいだ仁

は大きな差異はないとしている叱 さらに恒常在高法が伝統的な貨幣計算の枠内にある

と主張する論者においても，それは実体維持を意図しているものであるとみている場合

カずある o)。

なお初期の論者"は，恒常在高法を正面きっては実体維持目的をもつものとはしてい

ないが， 最近になると， それが実体維持の手段であると明言されるにいたっている九

すなわち後者の場合には，恒常在高が同定資産的性格をもっゆえに恒常在高法がおこな

われ，それによって棚卸資産の価格騰貴利益が排除されるというような「論理的」思考

はなされないで 論者によっては「圃定資産評価をひきあいにだすことは，その評価

原則が費用の原価評価であり，したがって実体計算要求に矛盾する作用を有するゆえに

誤解巷主ねく」めとさえいうーーー，それはたんに実体維持手段と考λられているのである。

4) F. Schmidt， Die organω1che Tageswertbil酬 z，3. Au宜， 1929， S 291 なお Dieorga-

刑 scheBil由包zim Rahmen der Wi'JItschaft， 2. Aufl.， 1922ではまだこのような却述はなし、。‘
なおj ホノレンも同様の見解をとる。 H.Horn， Tendenzen zur. Aussonderung von Vermogens 
wertanderungen in Betriebswげ tschajtslehre，Wirtschajtstraxis und SteuC1'recht， 1931， 
S. 181 

5) F. Schmidt， "Hax， Der Gewinnbegnff in der Betriebswirt5chaftslehre， Buchsprech 
ung"， ZfB， Jg. 4， 1927， 5. 317 

6) E. Walb， Die Erfolgsγechnung trivateγ und offentlicher Betriebe， 1926， S5. 378-9 
7) たとえば1920年前後の Schmalenbach，Mahlberg， Bedrams。なおこの実体維持主張の点
についてのみ Findeisenを除く。

8) Hax， a. a. 0.， S. 120; Barth， a. u. 0.， S. 1; Eckardt， u. u. 0.， S. 72 
9) Hax白 u.a. 0.， S. 110 
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〔固定資産的性格づけの論理は，恒常在高法の沿革としてV''''-マーレジバッハのそれぞ

述べるにさいして触れられるにすぎない。〉 さらにより具体的にし、えば， この場合には

初期の論者とちがい，価格騰貴利益排除の方法として伝統的計算の枠内とされるL、くつ

かの棚卸資産評価の方法がとりあげられ，それらを比較検討してどれが最も実体維持に

かなうかが吟味されてし、るのであって，恒常在高法もその一方法として考察されるにす

ぎず，固定資産的性格イけによる論理などはま内たく問題とされていなL、。論者たちに

とっては，方法が論理的に正しいかどうかというよりは，その効果いかんが問題なので

ある。(同様のことが，さらに超過在高慨念に対する最近の論者の考え方にうかがえる

が，これについては後述する。)

以上のようにみるとき，恒常在高法が価格騰貴利益排除のための「理論Jたる性格を

もつものであるととはあきらかであろう。もっとも厳密にいえば，そこには理論という

べきものはむしろ存在しないとさえいわねばならぬだろうが。

しかし私はここで，価格騰貴利益排除の手段としての恒常在高法考案の過程を推測し

あとづけてみたい。まず棚卸資産の価格騰貴利益を排除するという目的だけなら，棚卸

資産期末在高の評価減による秘密積立金設定で十分達せられる。ととにドイツ商法が原

価または時価し、ずれか低い方を最高限とする棚卸資産評価原則をとっている叫ことより p

資産の過小評価は商法上合法的であったし，またドイツの会計実務においても任意の評

価減としサ会計処理は一般におこなわれていた叫。しかし，このような仕方による秘密積

立金の設定は，合計理論として正当に理論づけうるものではないし，また税法でも承認さ

れなかった。さらに，この評価減の方法では，棚卸資産の場合は固定資産とちがって，設

定した秘密積立金が翌期にはただちに解消されてしまうので，毎期価格騰貴利益を排除

するには，各期末に評価減をたえずおこなわねばならないという技術的欠陥をともなう。

このような事情に対処するために，価格騰貰利益排除とし、う目的達成の理論として考

えられたのが，同一伺格水準における収誌費用の対応という方法とみることができる。

〈ただし，同一価格水準対応のJ思考は，初期の恒常在高論者の場合， 7 ルベノレクを除

いてはあまりはっきりした形ではあらわれていない。〉 これは，価格騰貴利益を評価益

として計上することなしこれを含むものをすべて費用として収益に対応させる会計処

理方法であれその典型はし、わゆる実体計算・費用時価計算〔ジュミット ケ守ルトマザ

ハーによるもの〉にみられる。 Lかし， 費用時価計算は伝統的計算たる名目貨幣的計

10) ~ 261 (1) Aktienrecbtsnovt:llt! VOlll 18. 7. 1884 

11) R. Pa臼 OW. Die Bilamzen der priva"l帥 Unter羽"叫句ngen，1910， S. 181; Derselbe， 
Die Bilanzen der夕刊vutt!nund 'J Jf enthcheη Un，ternehmungen， 3. Au但， Bd 1， 1921. s 

198; Findeisen， a. a. 0.， S. 52 
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算とは異なった計算体系をなすので一般的承認を早急に得ることは望みがたいことであ

れまた動態論者は伝統的計算の枠をまもっているので容易にそれを主張しえない。ま

た税法も伝統的計算の枠内にあるからそれを承認しがたし九そこで動態:論者が費用時価

によらないで，同一価格水準対応寺伝統的計算の枠内でおこなおうとする方法が，中和

化の方法，すなわち彼等の場合には恒常在高法として主主場させられたものとみられる。

それは費用時価によることなし実際原価の範囲をでるものでないということからして，

伝統的計算の枠内での会計処理であるとされながら，時価評価によると同様の効果がえ

られる点で，実に巧妙な方法といえよう。したがってこのよ互についてみる限り，動態論

者はシムミット壱批判しながら，棚卸資産については被が主張するのと実際上ほぽ同様

の効果をめざしてL、るといえる叫。

そして，中和化の論理・固定価額評価に理由づけを Lょうとしたのが，恒常在高につ

いての固定資産的性格の主張であろう。恒常在高法は，恒常在高についての固定資産的

性格の主張，中幸町じによる周一価格水準対応，したがって価格騰貴利益の排除と続く構

成壱とると考えられるが(通常，論者たちはこのような構成をはっきり示さず，もヮば

ら計算技術論に終始している)，恒常在高法案出の思考の順序は，丁度この逆とみるこ

とができょう。

恒常在高法が最初に主張されたころには，価格騰貴利益排除という目的それ自体を京

認する空気は一般になしこうした目的そのものは背後にひっこめておいて，ただ，同

様の効果そ達成する方佳壱論理づけねばならなかったことが，中和化の思考を生みだし，

またそれに同一価格水準対応という理由づけをすZだけでは論拠不十分と考えられたと

ころに，恒常在高についての固定資産的性格の主張一一恒常在高法が正面にもちだされ

るに至った理由があると考えられる。

この聞の事情は，恒常在高法の下で生ずる秘密積立金の解釈からもうかがうことがで

きる。己の秘智積立金は，恒常在高法による費用計上額と伝統的計算によるそれとの差

として，あるいは恒常在高を設定したさいに附する同定価額を実際取得原価とした場合

にも生ずるもので，恒常在高設定時の過小評価によるものでない。この秘密積立金の解

釈が初期の論者と最近の論者とでは異なるのである。最近の論者たとえばハックス>;)は，

恒常在高法によって秘密積立金が設定されることをはっきりと認めている G 彼の場合に

は，貨幣資本的利益を革本的なものと認め，ただ実体維持という企業要請をみたすに必

要な価桔騰貴利益部分をもって，これは刺益にはちがし、なし、が不必要となるまでは処分

12) Vg1. Mahlberg， a. a. 0.， S. 21 
13) Hax， a. a. 0.， S. 122 usw 
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しないで維持すへきものと考えて，この場合に生ずる秘密積立金を官定する。またパノレ

ト川も，恒常在高法のもとに生ずる秘密積立金を秘密積立金であると明言はしていない

が，己れを実体維持のために処分不能な利益部分であるといって，利益であることは認

めている。(彼等の場合には，恒常在高について固定資産的生格をもはや問題としない

ことも， この秘密積立金の存在を認めろる一因であろう。) これに対し初期の論者ほ，

恒常在高計算で(設定l専の過小許価を除き〕秘皆積立金が発生するとは，少なくとも表

面上は考えていない。名目計算による利益でなく，恒常在高計算による利益こそが本当

の利益であるとみているのである冊。ただ、ノュマーレンパッハが "Dyηam目 cheBilanz" 

の初版では， r秘密積立金がたえずくりかえしてはきだされて利益計算が阻害される場

合よりも，固定価額において秘密積立金を設定することによって，より正当に〔価格〕虫、

動に対処しうる」耐とのベて， 恒常在高計算における秘密積立金設定の事実をもらして

いる点は注意すべきであるが.その 3版以降では，もはやこのような点には触れていな

い。このような事実は，初期の論者の時代には，恒常在高法が秘密積立金の設定・価格

騰貴利益排除という構想では一般に承認をうけることが困難であったことによるものと

思われる。さらに彼らは， ιの方法を理由づ吋るために恒常在高についての固定資産的

性格を正面にだしたために，費用計買で秘密積立金が設定されるこ Pをうんぬんするこ

とは避けざるをえなかったとみることができょう。

恒常在高の概念は，民法では，賃貸借物件を契約終了時に現状復帰の状態で返還する

契約条件のさいにそれを恒常物件と古〈からよんでいる点に存在しへ また在庫管理上

は，正常な経営遂行の撹乱を避けるために必要な最少在庫量と b、う意味で早くから存在

していた叫。あるいは，プロイセ V上級行政裁判所によフて，価格の変動しない平時に

在庫計算を簡略化するために恒常在高概念の適用がみとめられた'"。 しかし，これらの

いずれの場合においても，会計上の損益計算 ことに価格騰貴利益排除手段としての

もの における意義は与えられていなし、。ドイツでは，会計学上恒常在高の概念は γ

ュマーレンパッハ叫に端を発「ると一般に考えられているが(19世紀末よりイギリス叫

14-) Barth， a. a. 0.， S. 3 
15) Bertrams， a. a. 0.， S. 466; Finde1sen， a. a. 0.， S. 45; Mahlberg， a. a. 0.， S. 22. 

16) .Schmalenbach， a. a. 0.， 1. Aufl.， S. 90 
17) Munstermann， a. a. 0.， S. 1598 

18) K. Prinzhorn， Fina即日lleFUhrung ka悌:fma句"“cherGeschafj臼. 1903， S. 26 
19) M. Lion， Das Bilanzsteuerrecht， 2. Au包， 1923. S. 159 

20) Schmalenbach. a. a. 0" 1. Au宜. 1919 
21) 渡辺進「棚卸資産会計」昭和田年 165-7買。 "Base Stock Inventodes and Federa1 

lncome Taxation; Legislation". Ha町 araLaw Review， June 1938， pp. 1432， 1436-7 



68 (426) 第 95巻第5号

で 20ltt紀初演よりアメリカ'"でまた第一次大戦前よりフランス叫でおとなわれた恒常

在高法の実務ないしその課税所得計算への導入をめぐっての企業と税務当局との抗争に

千庄がヒント壱えたか日どうかは確認で含ない門少なくども 1919年以前の ZfhF，Zeitschrift 

f伽 Hαndels山 ssenschaftund H.側 delsp問問にはその紹介は見出せなし、).会計学以

外の分野ではすでに存在した前述のような恒常在高概念を，彼が価格騰貴利益排除のた

めに便宜的に，動態論の下でさらに会計学の領域に導入したとみられないだろうか。

〈なおマーノレベルクは，スエーデy では，商品在庫の閏定価額評価は古くから原則〈公

準〕とされており. 1800年頃には当時の恐慌に対処するためそれがおこなわれたこと号

紹介Lて，これを恒常在高法の思考の先駆とみているがベ この点については資料不足

のため詳細を知りえない。〕

以上のようにして，恒常在高法はそれ自体論理的にみちびかれるものでなく，価格騰

貴利益排除のための手段たる性格をもつものであることをあきらかにした。

次lこ. I手段」壱理論づけるために恒常在高法を案出するさいに必要とされたと考え

られる投機在高の概念←一己れはまた価格騰貴利益排除手段としては，計算構造に内在

す呂'K陥(限界〉を示すものであるが に簡単に触れておきたい。

恒常在高法の後に登場する後入先出法は，同様に〔現在では〕伝統的計算の枠内とされ

うる価格騰貴利益排除手段であるが，この場合には，案出の思考過程が，同一価格水準

対応 中和化の論理の段階でとどまって，恒常在高法とはちがって棚卸資産に同定資

産的性格をケえるというようなことまでは問題とされていなし、。したがコて後入先出法

では，棚卸資産の在高二分割などはする必要なし恒常在高法とちがって棚卸資産の在

高全体から価格騰貴利益を排除できるコ (ただし，資産の種類・質の同一性が欠如する

場合には，恒常在高法と同様に，既設定秘密積立金の取崩しとなる。〕 しかし，恒常在

高法が提案された当時 (1920年前後〕のドイツでは. (現在も税法ではそうであるが〉

後入先出というような現実の物の流れに反する価情の流れの想定は. eうてい一般に承

認されるところとはなりえず，また価格騰貴利益排除の目的壱そのまま表面化すること

は理論上も実際上も困難であったところに，たとえば恒常在高と超過在高〔投機在高〕

というように，棚卸資産を経営に対する拘束性によって二分割するとし、う思考一一恒常

在高法が提包されざるをえなかったと考えられる u またこの点に関しては， ドイツの場

22) E. Aufermann， .， Die Scheingewinne in franzosischen Steuerbilanzen". Z1B， Jg. 5， 
1928. S. 5叫 P.Bayart， Les Effets de l'Inflation sur le Bilan au Point de vue Fiscal， 

2e ed.， 1926. pp. 284-8 
23)、N.Mahlberg， Bilanztecknik und Be叫 ert~帥g b8i schwankender Wlihru鰐g，3. Aufl 

1923， S. 177 なお 2.Aud.， 1922でにまだごめ組述はみられない。
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合，個別評価法が一般原則であり(とくに説法ではこのことが強調された叫)，その代替

としての総合評価法にき品、ても平均法または先入先出法のみが想定きれていたような情

勢の下では〔なお当時の会計理論ほ個別評価法および総合評価法をと〈にとりあげて論

じる己とをしてし、なしつ， 棚卸資産の「拘束」部分に固定資産的性格を与えてこれを隔

離τるにとどまり， r非拘束」部分には伝統的計算をそのまま適用せざるをFえなかった

のであろう。

シムマ レγノミクハは，非拘束部分すなわち恒常在高を超える棚卸資産数量 超過在

高を，企業が投機目的で有する(売価がより有利になるのを待っさいに存在し，経営継

続には決して必要でなしつ投機在高であるといし、，これは投機損益をあきらかにするた

めに理論上は時価で評価されるべきであるという 15)Q このことは恒常在高の概念からす

れば当然のことといりてよし」初期の論者同は.1.庄の思考をそのままうけついで，投機

在高の概念をみとめてし匂。価格騰貴利益排除の手段を考えるにあたり，中和化による

同一価格水準対応の論理だけでは，十分理論づけできない情勢にあったために，さらに

恒常在高に固定資産的性格を与えて匡常在高法なるものの主張をなすにし、たったのがシ

ュマー νンパヲハをはじめとする初期の論者だったのである。彼らの場合には，棚卸資

産の全在高から価格騰貴利益券相除することは，計算構造上はじめから断念せねばなら

なかった。投機在高〔超過在高)については時価評価するという，価格騰貴利益排除の

目的に反する処理が，みずからおこなった棚卸資産の二分割と恒常在高についての固定

資産的性格づけより生じざるをえないという矛盾を， もともと恒常在高法はもっている

のである。そしてこのことはまた，恒常在高法の計算構造のもつ重大な欠陥といわねば

ならなし、。(もっとも，シュマーレンバッハは，秘密積立金の設定・投機在高そのもの

の過小評価壱提唱して，この「欠陥jをおぎなっている叫が，これはもはや論理の外に

おけることになるであろう。〕しかし!投機在高概念の放棄は， 固定資産的性格づけを

根拠とする恒常在高法の論理を〈ずすことになるので，初期の論者にとってはし、かにし

ても問題になりえなし、。彼らの場合には，せいぜい正規の簿記の原則および法律壱たて

にして投機在高の原価評価壱主張するにとどまる o

これに対し，最近の論者問の場合には，価格騰貴利益排除の方法をいくつかあげ，そ

24) H. Bronner， Die Bilanz似 '1，chHandels-und Steuerr6cht， 5. Aufl..， 1956. S. 577，581 ; 

Barth， a. a. 0.， 55. 14. 19-36 
25) 5ch皿 alenbach，a. a. 0.， 1. Aufl..， 55. 87-8; Derselbe， a. a. O. 7. Aufi.， 55.199 

201. 210 ・
26) Findeisen. a. a. 0.， S. 51; Eertrams， a. a. 0.， 55. 457-8; Ma.hlberg， Tageswert， 

55. 12 fi， 18丑

27) Schmalenbach， a. a. 0.， 7. Au.s.， S. 200 

:28) Ba.rth， a. a. 0.， S. 65; Hax， a. a. 0.. S. 95 
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のうちのーっとして恒常在高法をとりあげて，価格「揖貴利益排除の効果の大小を問題に

するのであって，その理論的根拠のごときはもはや問おうともしなし九したがって投機

在高という概念も消滅させられてしまう。彼らは投機在高という概食争とらず，これ寺

たんに超過在高としてとらえ，それに対しては，時価主義は正規の簿記の原則と法律に

反するからとして，原価評価を当然のこととしている。彼らにとっては，恒常在高法を

考察するさい，資産の時価評価は論理上あらわれて ζ ないのである。彼らには，恒常在

高そ投機干高から分離するとし、う，恒常在高法思考の基礎が忘れられているといえようロ

しかしこのことは，恒常在高法が本来，恒常在高と投機在高の分離を主眼とするもので

なく，伝統的計算の枠内でもとめられた価格騰貴利益を排除する手段であること壱思え

は，十分に理解されるところである。彼らの場合には，本来在ら，棚卸資産壱恒常在高

k超過在高に二分割する理由もなくなるのであるが，そうすると恒常在高法それ自身を

否定してしまうことになるので，いち右う超過在高を恒常在高壱超える部分としてとら

えてお〈にTぎないとみてよいだろう。

百 価格騰貴利益排除の是非一一一恒常在高法の意図の吟味

以上で恒常在高法における固定資産的性格の主張，中和化の論理壱批判的に考察し.

恒常在高法が価格騰貴利益排除手段の理論づけであることをあとづけたが，さらに価格

騰貴利益排除自体の是非壱吟味しなければならない。これは，名目資本・購買力資本・

実体資本にわたる資本維持学説に関連するもので，しかもこれらの学説に立入ってみる

と土壱要するものであるが，との小論では，とうてい詳しく取扱し、がたいので，要点壱

ごく簡単にみるにとどめておく。

まず端的にいえば，初期の但常在高論者は，恒常在高法における価格騰貴利益排除の

理論的根拠壱何ら示してはし、ない。価格騰貴利益は仮空矛益だから損益計算の正確化の

ためには排除しなければならないといってはいるものの，なぜそれが仮空の利益である

かについては何ら触れるところがない。この場合首肯拠とされている点争しいてあげればp

恒常在高は固定資産的性格をもつものであるとするところから固定価額評価によるべき

であるというのが一般であるが，この点は価格騰貴利益排除の論拠壱直接示すものでな

く，またす Cに批判したように，価格騰貴刺益排除のための手段としてもちだされてい

るにすぎず，その理論的根拠としてはとりえない。

恒常在高法における価格騰貴利益排除の理論的根拠としては，まず態動論における比

較性の原則の適用が考えられよう o -./' =<.マ V ンバッハ自身は，恒常在高法を比較性の

原則の適用とは明言していないが，彼がこのように考えていたと思むれる明ことは，彼

29) たとえばり←デルは ヨノュマー νソパツノ、の宣常在高理論町場合 正確な比較可骨E矛l誰が問題ま
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の動態論の体系からし亡推測しうる。(なお初期の恒常在高論者は同時に動態論者であ

るとみてよい。〉しがし，七rいう論拠に関しては，論者によっては，はっきり k比較性

の原則との関連において問題としている'九 ただとのことは具体的には展開されていな

いが，その主旨は次のように理解してよいだろう。動態論では，期間的な比較可能利益

の算定ということが損益計算のE確化にほかならず，またこの比較可能利益というのは

いわゆる経営利益のみで，企業の外部か心の影響による利益，今の場合でいえば価格騰

貴利益はそれから除く必要がある。し、し、かえれば，企業の収益力測定のためには，この

ような外部利益は排除されるべきである，というのである。しかし，このようにして伽

格騰貴利益を排除するととは妥当であろうか。本来からし、えば，貨幣価値安定下での価

格騰貴利益は，生産性変動，需給関係，あるいは取引に関する経営手腕などから生「る

真の利益である。企業が価格騰貴前にすでiある資産を有していたと左は，価格騰貴後

に同じ資産を購入した企業にくらべて，実際にそれだけ多〈の利益(評価益〉を得たこ

とを意味するといってよい。(この評価益を計上しないで，実現主義によろうと，それ

が利益となる点では別に変わりない。)できるだけ安〈買い， 値上りをまってできるだ

け高く売ろうと「ることは企業の当然の行動であフてく投機的要因のない企業はありえ

なLウ， 企業の経営成績壱E確に知るための損益算定には， このような価格騰貴利益を

も当然考慮しなければ主らなし、。経営管理上，価格騰貴利益を「経営利益」と混同して

はならないというのであれば，これを別に区別して取扱えばよいのであって， {iすも排除

までしなければならないことはないはずである。(なおシュマ レ yバッ〈が成果分剖

を要求するのはもっぱら内部経蛍管理のためとみてよく，損益算定における価格騰貴利

益の排除は，彼の場合は直接，成果分割論からはでてこない叫。〉 このようにみれば，

同ー価格水準での収益費用対応の主張は，少なくとも貨幣価値安定下では，一つのドグ

マにすぎなし九同一価格水準対応の主張は，一見，論理的にみえる吋れども，この場合

論者たちが資産価額への価格騰貴の影響を無視して，評価益を含む資産を，ぞれが売却

されるときすべて費用としてとらえて対応させる限れ価格騰貴利益は損益計算から排

除されてしまうからである。同一価格水準対応は，経営内部計算としての成果分割Jの問

題としてはともかく，公表会計としての損益計算へ適用することは妥当でない。損益計

算の正確化とし寸場合，同一価格水準と同一貨幣価値水準とは決して混同してはならな

し、。

であったと解釈する J.Liebl， KatitalerJ.叫 tungund Bilanzrec加 ung，1954， S. 64 
30) Bert四 ms，~. a. 0.， S. 466; Heinen， a. a. 0.， S. 155; W. Lehmann， Die Dynamische 

Bilanz Schmalenbachs， 1963. S. 48 
31) Schma1enbach， a. a， 0.， 7. Aufi.. S. 274 ff 



72 (430) 尊師巻第5号

価格騰貴利益を排除するについて，さらに別の論拠とされ亡し、るのは実体維持という

己とである。初期の恒常在高論者は，フィソトアイゼシ叫を除いてとのと去を論拠正は

してL、ないが(他の論者も実体維持そ考慮していたであろうということは推測されうる

が叫，少なくとも表面的にはみられなu、l. 最近の論者はほとんどこれを論拠としてし、

る叫。論者たちは，この種の利益を利益として処分すれば実体経持がィ、能となるゆえ，

これを利益から排除しなければならないというのである。しかし，価格騰貴利益を利益

とした場合に，実体維持が実際に不能となるかどうかはさらに吟味を要するし，かりに

この場合，それが不能になるとすれば，上の価格騰貴利益を利益処分の段階で企業内に

留保すればよいのであって，損益計算上これを利益から排除しなければならないという

ことにはなんらならない。獲得された利益の計算とその処分とは次元の異なるものであ

る。あるいはまた，価格騰貴利益に対する課税によって実体維持が不能になるとすれば.

これは税法上考えられるべきこ Eで税務政策上の問題となるにすぎず，利益計算上の理

論的問題にはなんらなるものでなし、c さらに進んでみた場合，いったい実体維持が不能

になってはならないだろうか。元来，企業にとっては，物財童'eのものでなくそれの背

後にあたる投下資本価値が基軸であって，維持ということをいうとしても，後者の維持

とぞが問題のはずである。実体維持自体は企業の究極目的ではなく，重要なのは貨幣形

態での利益獲得であるo 実体維持が究極目的とされ，かつ伝統的計算では価格騰貴時に

実体維持が不能になるというのなら，価格騰貴の聞はまったく販売をおとなわなければ

いいのであれそのときたしかに実体維持は確保されよう。しかしそのようなことは実

際の経営上ありえないのでありて，実体維持自体が目的ではなくて，その主張を通して

えられる利益留保が目的と考えられるのである。

ところで，貨幣価値安定下では，価格の上昇は財価値の増加または需給関係にもとづ

くE考えられる。そしてこのさい，元の物財量を確保しようとすれば，時には計上利主主

全部を再投下してもまかなえず追加資本の投下を必要とするような事態の生ずることも

考えられ5が，との土うなときには企業の有する価値は，一般に以前より増加するとみ

てよし投下資本価値が法軸であることからして，追加資金を確保しうるよう Iご利益算定

がおこなわれる必要はないし，またそうすることは不当である。さらに，企業が同一物

財量の維持をおこなうかどうかは問題のあるところであれ実際には，販売したと同

物を胃調達または再生産する必然性はなんら存じないの阪売によって回収された資本壱

32) Findeisen， a. a. 0.， S. 48 

33) たとえばパyレトはIγュマ レヅバッハの場合ヒ実体維持観点が存在する正解釈してし， " ， 
Barth， a. a. 0.， S. 1 

34) Ha文 . a. a 0_. 55， 7， 12， 120，- Barth， a. a 0.， S. 2 
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何に投下するかは選択されうるのであり，投下資本のとる現物形態はさまざまに変わり

うるのである。このような事実からしても，販売時に販売された財と同じものを再調達

するに必要な金額を費用として収益から回収するように計算しなければならないとする

主張は，少なくとも理論的には根拠のあるものとはいえない。なお，実体維持計算壱お

こなうとしても，企業の調達する財の内容が激変する場合には，実体維持の主張を貫徹

しえず，投下資本価値を基軸とする弔えに立返らざるをえないことは留意する必要があ

お。物量的・質的に元の生産財存高と同じ牛産給付や保評する牛産財の再取得を可能に

しようとする給付等価的実体維持(leistungsaqui valen te S ubstanzerhal tung)3のの主

張にいたっては，経営政策以外の何ものでもないといわざるをえない。

以上のごとき場合のほか，実体維持計算の主張は，不況・価格下落壱考慮してそれへ

の備えとしてなされていると思われる場合同もあわしたがヮて実体維持と価格騰貴利

益排除との関係についてはさらに吟味を要するが，こうした点にまでわたることはこの

小論ではなしがたいので，ここではL、ちおう以上のごとき点についてみるにとどめてお

きたい。

むすびにかえて

以上において，恒常在高法の論理と意義を批判的に考察Lた。恒常在高法では，価格

騰貴利益を損益計算から排除すると b、う目的を伝統的計算の枠内で達成するために，同

一価格水準対応と中和化の論理がみちびきだされ，さらにそれを 般に承認されるよう

な形で根拠づけようとしたのが，恒~在高に関する固定資産的性格の主張であると考え

ιれる。

損益計算を重視し資産価額を軽視する動的原理より生ずる中和化の論理を理論的支柱

として，それに成果分割観点および在庫管理観点という公表会計とは関係のないものを，

理由づけのために動員して構築されているのが，恒常在高法である。これは，一定の目

的達成のためには，論理的矛盾を志に升せず，種々の(本来の理論とし亡は成立しがた

い) r理論」を結集Lた会計「理論」の一典型Fし、ってよいであろう。

ところで価格騰貴利益の排除は，公表利益の縮小を意味し，また，この場合，価格騰

貴利益をなんら示すことなく損益計算から排除することから，秘密積立金の設定がおこ

35) W. Hasenack， U叫 ersuchungen仙 erAnlag印刷anzierunguna Abschre由円gskalkula-

tion und ihre Verwe1~àung:snû;gli ，;;llÌ~eit als Mittιl zur VerhinaeTU旬gder Werksvcrgreisung， 

Manuskript， 1938 (J. Liebl， a. a. 0.， SS. 44-7) 
36) K. BarLh， Die Entwir，.klung d~s deut:sche泌 Dιranzrechts，Bd II， 195-5， S. 297; H 

Vogel， "Die Ruckluge fUr Preissteigerung nach ~ 74 EStDV 1955"， De叫 scheSteuer 

ZfJiiung， Jg. 4-4. 1956， S. 17 
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なわれている点に留意するとともに，最後に，恒常在高法では，中和化の論理による価

格騰貴利益の排除と，恒常在高設定時の過小評価の主張によヮて，二重に秘密積立金が

設定されるのであり，論者がそれ壱意図したかどうかは間わないにしても，恒常在高法

がきわめて巧妙な秘密積立金設定の合理化「理論」となっていることを指摘しておきた

い。(完) (1964. 11. 11) 


